
議案第７３号 

 

大口町職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

大口町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるもの

とする。 

 

令和４年１１月３０日提出 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 

（提案理由） 

この案を提出するのは、職員の給与に関して、国家公務員に準じた給与改定を実

施することに伴い、この条例の一部を改正するため必要があるからである。 

- 1 -



大口町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

大口町職員の給与に関する条例（昭和３６年大口村条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第６条第３項及び第５項中「その者」を「当該職員」に改める。 

第７条を次のように改める。 

（定年前再任用短時間勤務職員の給料月額） 

第７条 法第２２条の４第１項の規定により採用された職員で同法第２２条の４第

１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの（以下「定年前再任用短時間勤務職

員」という。）の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給

料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第５条第

３項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた

額に、勤務時間条例第２条第３項の規定により定められた当該定年前再任用短時

間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額とする。 

第１５条第１項第１号中「以下」の次に「この項から第２項までにおいて」を加

え、同項第２号中「以下」の次に「この条において」を加え、同条第２項第１号中

「算出したその者」を「算出した当該職員」に、「以下「運賃等相当額」という」

を「以下この号において「運賃等相当額」という」に改め、同号ただし書中「以下」

の次に「この号及び第３号において」を加え、「その者」を「当該職員」に改め、

同項第２号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、

同項第３号中「その者」を「当該職員」に改める。 

第１６条第２項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第３項中「再任用短時

間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「場合は」を「場合には」に

改め、同条第４項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改め、同条第５項第１号及び第６項第１号中「場合は」を「場合には」

に改める。 

第２０条第２項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第３項中「再任用職員」
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を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第２１条第１項中「この条」を「この項から第３項まで」に、「その者」を「当

該職員」に改め、同条第２項第１号及び第２号中「再任用職員」を「定年前再任用

短時間勤務職員」に改める。 

第２４条の２（見出しを含む。）中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改め、同条中「第１２条」を「第６条第１項から第８項まで、第１２条」

に改める。 

附則に次の７項を加える。 

（６０歳超職員の給料月額の特例） 

１９ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後における最初

の４月１日（附則第２１項において「特定日」という。）以後、当該職員に適用

される給料表の給料月額のうち、第５条第３項の規定により当該職員の属する職

務の級並びに第６条第１項、第２項、第４項及び第５項の規定により当該職員の

受ける号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満

の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じた

ときはこれを１００円に切り上げるものとする。）とする。 

２０ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

 (1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及

び非常勤職員 

 (2) 大口町職員の定年等に関する条例（昭和５８年大口町条例第３号。以下「定

年条例」という。）第９条第１項又は第２項の規定により法第２８条の２第１

項に規定する異動期間（同条例第９条第１項又は第２項の規定により延長され

た期間を含む。）を延長された同条例第６条に規定する職を占める職員 

(3) 定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務している職員（同条例第

２条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。） 

２１ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、

当該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則第２３項において「異動

日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特
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定日に附則第１９項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項におい

て「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月

額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００

円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。）に

達しないこととなる職員（町長が規則で定める職員を除く。）には、当分の間、

特定日以後、附則第２０項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎

給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。 

２２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額と

の合計額が第５条第３項の規定により当該職員の属する職務の級における最高

の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中

「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第５条第３項の規定により当

該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給

料月額」とする。 

２３ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第１９項の規定

の適用を受ける職員に限り、附則第２１項に規定する職員を除く。）であって、

同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職

員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、町長が規則で定めるとこ

ろにより、附則第２１項及び第２２項の規定に準じて算出した額を給料として支

給する。 

２４ 附則第２１項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第１９

項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給さ

れる職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受

ける給料月額のほか、町長が規則で定めるところにより、前３項の規定に準じて

算出した額を給料として支給する。 

２５ 附則第１９項から前項までに定めるもののほか、附則第１９項の規定による

給料月額、附則第２１項の規定による給料その他附則第１９項から前項までの規

定の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。 
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別表第１職員の区分の欄中「再任用職員以外」を「定年前再任用短時間勤務職員

以外」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 

 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員 

 

 基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

円 

187,700 

円 

215,200 

円 

255,200 

円 

274,600 

円 

289,700 

円 

315,100 

円 

356,800 

別表第２職員の区分の欄中「再任用職員以外」を「定年前再任用短時間勤務職員

以外」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 

 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員 

 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 

193,600 

円 

204,700 

円 

223,200 

円 

244,000 

附 則 

（施行期日等） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例の規定による改正後の大口町職員の給与に関する条例（以下「新条

例」という。）附則第１９項から第２５項までの規定は、地方公務員法の一部を改

正する法律（令和３年法律第６３号）附則第３条第５項又は第６項の規定により勤

務している職員には適用しない。 
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第３条 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６ 

３号）附則第４条第１項又は第２項の規定により採用された職員をいう。ただし、 

この項及び次項においては、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２

条の４第１項に規定する短時間勤務の職（以下この条において「暫定再任用短時

間勤務職員」という。）を除く。）の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前

再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大口町職員の給与に関

する条例第４条第２項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲

げる基準給料月額のうち、同条例第５条第３項の規定により当該暫定再任用職員

の属する職務の級に応じた額とする。 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第

１項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の

適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、大口町職員の勤務時間、

休暇等に関する条例（平成７年大口町条例第１号）第２条第２項又は第５項の規

定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務

時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。 

３ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定

年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大口町職員の給与

に関する条例第４条第２項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄

に掲げる基準給料月額のうち、同条例第５条第３項の規定により当該暫定再任用

短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、大口町職員の勤務時間、休暇等

に関する条例第２条第３項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職

員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額と

する。 

４ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条

例の規定を適用する。 

５ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第２０条

第３項の規定を適用する。 

６ 新条例第２１条第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手
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当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定

の適用については、同項第１号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは

「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律（令和３

年法律第６３号）附則第９条第２項に規定する暫定再任用職員（次号において

「暫定再任用職員」という。）」と、同項第２号中「定年前再任用短時間勤務職

員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。 

７ 新条例第６条、第１２条、第１３条及び第１４条の規定は、暫定再任用職員に

は適用しない。 

８ 第１項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、 

規則で定める。 
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大口町職員の給与に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（初任給、昇給、昇格等の基準） （初任給、昇給、昇格等の基準） 

第６条 略 第６条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 職員の昇給は、町長が規則で定める日に、

同日前において町長が規則で定める日以前１

年間における当該職員の勤務成績に応じて、

行うものとする。この場合において、同日の

翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該

職員が法第２９条の規定による懲戒処分を受

けたことその他これに準ずるものとして町長

が規則で定める事由に該当したときは、これ

らの事由を併せて考慮するものとする。 

３ 職員の昇給は、町長が規則で定める日に、

同日前において町長が規則で定める日以前１

年間におけるその者の勤務成績に応じて、行

うものとする。この場合において、同日の翌

日から昇給を行う日の前日までの間に当該職

員が法第２９条の規定による懲戒処分を受け

たことその他これに準ずるものとして町長が

規則で定める事由に該当したときは、これら

の事由を併せて考慮するものとする。 

４ 略 ４ 略 

５ ５５歳（町長が規則で定める職員にあって

は、５６歳以上の年齢で町長が規則で定める

もの）を超える職員の第３項の規定による昇

給は、同項前段に規定する期間における当該

職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同

項後段の規定の適用を受けない場合に限り行

うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数

は、勤務成績に応じて町長が規則で定める基

準に従い決定するものとする。 

５ ５５歳（町長が規則で定める職員にあって

は、５６歳以上の年齢で町長が規則で定める

もの）を超える職員の第３項の規定による昇

給は、同項前段に規定する期間におけるその

者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項

後段の規定の適用を受けない場合に限り行う

ものとし、昇給させる場合の昇給の号給数

は、勤務成績に応じて町長が規則で定める基

準に従い決定するものとする。 

６～８ 略 ６～８ 略 

（定年前再任用短時間勤務職員の給料月額） （再任用職員の給料月額） 

第７条 法第２２条の４第１項により採用され

た職員で同法第２２条の４第１項に規定する

短時間勤務の職を占めるもの（以下「定年前

再任用短時間勤務職員」という。）の給料月

額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適

用される給料表の定年前再任用短時間勤務職

員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第５条

第３項の規定により当該定年前再任用短時間

勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤

務時間条例第２条第３項の規定により定めら

れた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務

第７条 法第２８条の４第１項、第２８条の５

第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２

項の規定により採用された職員（以下「再任

用職員」という。）の給料月額は、その者に

適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる

給料月額のうち、その者の属する職務の級に

応じた額とする。 
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新 旧 

時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し

て得た数を乗じて得た額とする。 

 ２ 再任用職員で法第２８条の５第１項に規定

する短時間勤務の職を占めるもの（以下「再

任用短時間勤務職員」という。）の給料月額

は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に

よる給料月額に、勤務時間条例第２条第３項

又は第５項の規定により定められたその者の

勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で

除して得た数を乗じて得た額とする。 

（通勤手当） （通勤手当） 

第１５条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給

する。 

第１５条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給

する。 

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路

（以下この項から第２項までにおいて「交

通機関等」という。）を利用して、その運

賃又は料金（以下この項から第２項までに

おいて「運賃等」という。）を負担するこ

とを常例とする職員（交通機関等を利用し

なければ通勤することが著しく困難である

職員以外の職員であって交通機関等を利用

しないで徒歩により通勤するものとした場

合の通勤距離が片道２キロメートル未満で

あるもの及び第３号に掲げる職員を除

く。） 

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路

（以下「交通機関等」という。）を利用し

て、その運賃又は料金（以下「運賃等」と

いう。）を負担することを常例とする職員

（交通機関等を利用しなければ通勤するこ

とが著しく困難である職員以外の職員であ

って交通機関等を利用しないで徒歩により

通勤するものとした場合の通勤距離が片道

２キロメートル未満であるもの及び第３号

に掲げる職員を除く。） 

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で

町長が規則で定めるもの（以下この条にお

いて「自動車等」という。）を使用するこ

とを常例とする職員（自動車等を使用しな

ければ通勤することが著しく困難である職

員以外の職員であって自動車等を使用しな

いで通勤するものとした場合の通勤距離が

片道２キロメートル未満であるもの及び次

号に掲げる職員を除く。） 

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で

町長が規則で定めるもの（以下「自動車

等」という。）を使用することを常例とす

る職員（自動車等を使用しなければ通勤す

ることが著しく困難である職員以外の職員

であって自動車等を使用しないで通勤する

ものとした場合の通勤距離が片道２キロメ

ートル未満であるもの及び次号に掲げる職

員を除く。） 

(3) 略 (3) 略 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 
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(1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間

につき、町長が規則で定めるところにより

算出した当該職員の支給単位期間の通勤に

要する運賃等の額に相当する額（以下この

号において「運賃等相当額」という。）。

ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月

数で除して得た額（以下この号及び第３号

において「１月当たりの運賃等相当額」と

いう。）が５万５，０００円を超えるとき

は、支給単位期間につき、５万５，０００

円に支給単位期間の月数を乗じて得た額

（当該職員が２以上の交通機関等を利用す

るものとして当該運賃等の額を算出する場

合において、１月当たりの運賃等相当額の

合計額が５万５，０００円を超えるとき

は、当該職員の通勤手当に係る支給単位期

間のうち最も長い支給単位期間につき、５

万５，０００円に当該支給単位期間の月数

を乗じて得た額） 

(1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間

につき、町長が規則で定めるところにより

算出したその者の支給単位期間の通勤に要

する運賃等の額に相当する額（以下「運賃

等相当額」という。）。ただし、運賃等相

当額を支給単位期間の月数で除して得た額

（以下「１月当たりの運賃等相当額」とい

う。）が５万５，０００円を超えるとき

は、支給単位期間につき、５万５，０００

円に支給単位期間の月数を乗じて得た額

（その者が２以上の交通機関等を利用する

ものとして当該運賃等の額を算出する場合

において、１月当たりの運賃等相当額の合

計額が５万５，０００円を超えるときは、

その者の通勤手当に係る支給単位期間のう

ち最も長い支給単位期間につき、５万５，

０００円に当該支給単位期間の月数を乗じ

て得た額） 

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職

員の区分に応じ、支給単位期間につき、そ

れぞれ次に定める額（定年前再任用短時間

勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通

勤回数を考慮して町長が規則で定める職員

にあっては、その額から、その額に町長が

規則で定める割合を乗じて得た額を減じて

得た額） 

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職

員の区分に応じ、支給単位期間につき、そ

れぞれ次に定める額（再任用短時間勤務職

員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数

を考慮して町長が規則で定める職員にあっ

ては、その額から、その額に町長が規則で

定める割合を乗じて得た額を減じて得た

額） 

ア～ス 略 ア～ス 略 

(3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を

利用せず、かつ、自動車等を使用しないで

徒歩により通勤するものとした場合の通勤

距離、交通機関等の利用距離、自動車等の

使用距離等の事情を考慮して町長が規則で

定める区分に応じ、前２号に定める額（１

月当たりの運賃等相当額及び前号に定める

額の合計額が５万５，０００円を超えると

きは、当該職員の通勤手当に係る支給単位

(3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を

利用せず、かつ、自動車等を使用しないで

徒歩により通勤するものとした場合の通勤

距離、交通機関等の利用距離、自動車等の

使用距離等の事情を考慮して町長が規則で

定める区分に応じ、前２号に定める額（１

月当たりの運賃等相当額及び前号に定める

額の合計額が５万５，０００円を超えると

きは、その者の通勤手当に係る支給単位期

- 10 -



 

新 旧 

期間のうち最も長い支給単位期間につき、

５万５，０００円に当該支給単位期間の月

数を乗じて得た額）、第１号に定める額又

は前号に定める額 

間のうち最も長い支給単位期間につき、５

万５，０００円に当該支給単位期間の月数

を乗じて得た額）、第１号に定める額又は

前号に定める額 

３～５ 略 ３～５ 略 

（時間外勤務手当） （時間外勤務手当） 

第１６条 略 第１６条 略 

２ 時間外勤務手当の額は、前項の勤務１時間

につき、第２３条第１項に規定する勤務１時

間当たりの給与額に正規の勤務時間以外の時

間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれ

ぞれ１００分の１２５から１００分の１５０

までの範囲内で町長が規則で定める割合（そ

の勤務が午後１０時から翌日の午前５時まで

の間にある場合には、その割合に１００分の

２５を加算した割合）を乗じて得た額とす

る。 

２ 時間外勤務手当の額は、前項の勤務１時間

につき、第２３条第１項に規定する勤務１時

間当たりの給与額に正規の勤務時間以外の時

間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれ

ぞれ１００分の１２５から１００分の１５０

までの範囲内で町長が規則で定める割合（そ

の勤務が午後１０時から翌日の午前５時まで

の間にある場合は、その割合に１００分の２

５を加算した割合）を乗じて得た額とする。 

(1)～(2) 略 (1)～(2) 略 

３ 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤

務時間が割り振られた日において、正規の勤

務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤

務の時間とその勤務をした日における正規の

勤務時間との合計が７時間４５分に達するま

での間の勤務に対する第２項の規定の適用に

ついては、同項中「正規の勤務時間以外の時

間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれ

ぞれ１００分の１２５から１００分の１５０

までの範囲内で町長が規則で定める割合（そ

の勤務が午後１０時から翌日の午前５時まで

の間にある場合には、その割合に１００分の

２５を加算した割合）」とあるのは「１００

分の１００（その勤務が午後１０時から翌日

の午前５時までの間にある場合には、その割

合に１００分の２５を加算した割合）」とす

る。 

３ 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間

が割り振られた日において、正規の勤務時間

以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時

間とその勤務をした日における正規の勤務時

間との合計が７時間４５分に達するまでの間

の勤務に対する第２項の規定の適用について

は、同項中「正規の勤務時間以外の時間にし

た次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ１

００分の１２５から１００分の１５０までの

範囲内で町長が規則で定める割合（その勤務

が午後１０時から翌日の午前５時までの間に

ある場合は、その割合に１００分の２５を加

算した割合）」とあるのは「１００分の１０

０（その勤務が午後１０時から翌日の午前５

時までの間にある場合は、その割合に１００

分の２５を加算した割合）」とする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、勤務時間条例

第５条の規定により、あらかじめ勤務時間条

４ 前３項の規定にかかわらず、勤務時間条例

第５条の規定により、あらかじめ勤務時間条
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例第３条第２項又は第４条第１項の規定によ

り割り振られた１週間の正規の勤務時間（以

下この項において「割振り変更前の正規の勤

務時間」という。）以外の時間に勤務するこ

とを命ぜられた職員に対しても、割振り変更

前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全

時間について、勤務１時間につき、第２３条

第１項に規定する勤務１時間当たりの給与額

に１００分の２５から１００分の５０までの

範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得

た額を時間外勤務手当として支給する。ただ

し、定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時

間条例第５条の規定により、割振り変更前の

正規の勤務時間以外の時間にした勤務のう

ち、その勤務の時間とその勤務をした週にお

ける割振り変更前の正規の勤務時間との合計

が３８時間４５分に達するまでの間の勤務に

ついては、この限りでない。 

例第３条第２項又は第４条第１項の規定によ

り割り振られた１週間の正規の勤務時間（以

下この項において「割振り変更前の正規の勤

務時間」という。）以外の時間に勤務するこ

とを命ぜられた職員に対しても、割振り変更

前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全

時間について、勤務１時間につき、第２３条

第１項に規定する勤務１時間当たりの給与額

に１００分の２５から１００分の５０までの

範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得

た額を時間外勤務手当として支給する。ただ

し、再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例

第５条の規定により、割振り変更前の正規の

勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その

勤務の時間とその勤務をした週における割振

り変更前の正規の勤務時間との合計が３８時

間４５分に達するまでの間の勤務について

は、この限りでない。 

５ 略 ５ 略 

(1) 第１項の勤務（勤務時間条例第３条第１

項、第４条及び第５条の規定に基づく週休

日における勤務のうち町長が規則で定める

ものを除く。）の時間 １００分の１５０

（その時間が午後１０時から翌日の午前５

時までの間である場合には、１００分の１

７５） 

(1) 第１項の勤務（勤務時間条例第３条第１

項、第４条及び第５条の規定に基づく週休

日における勤務のうち町長が規則で定める

ものを除く。）の時間 １００分の１５０

（その時間が午後１０時から翌日の午前５

時までの間である場合は、１００分の１７

５） 

(2) 略 (2) 略 

６ 略 ６ 略 

(1) 前項第１号に掲げる時間 １００分の１

５０（その時間が午後１０時から翌日の午

前５時までの間である場合には、１００分

の１７５）から第２項に規定する町長が規

則で定める割合（その時間が午後１０時か

ら翌日の午前５時までの間である場合に

は、その割合に１００分の２５を加算した

割合）を減じた割合 

(1) 前項第１号に掲げる時間 １００分の１

５０（その時間が午後１０時から翌日の午

前５時までの間である場合は、１００分の

１７５）から第２項に規定する町長が規則

で定める割合（その時間が午後１０時から

翌日の午前５時までの間である場合は、そ

の割合に１００分の２５を加算した割合）

を減じた割合 

(2) 略 (2) 略 
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７ 略 ７ 略 

（期末手当） （期末手当） 

第２０条 略 第２０条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００

分の１２０を乗じて得た額に、基準日以前６

月以内の期間における当該職員の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００

分の１２０を乗じて得た額に、基準日以前６

月以内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項

の規定の適用については、同項中「１００分

の１２０」とあるのは「１００分の６７．

５」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の１２０」とある

のは「１００分の６７．５」とする。 

４～６ 略 ４～６ 略 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２１条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１

日（以下この項から第３項までにおいてこれ

らの日を「基準日」という。）にそれぞれ在

職する職員に対し、当該職員の基準日以前に

おける直近の人事評価の結果及び基準日の前

年度における勤務の状況に応じて、それぞれ

基準日の属する月の町長が規則で定める日に

支給する。これらの基準日前１か月以内に退

職し、又は死亡した職員（町長が規則で定め

る職員を除く。）についても同様とする。 

第２１条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１

日（以下この条においてこれらの日を「基準

日」という。）にそれぞれ在職する職員に対

し、その者の基準日以前における直近の人事

評価の結果及び基準日の前年度における勤務

の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月

の町長が規則で定める日に支給する。これら

の基準日前１か月以内に退職し、又は死亡し

た職員（町長が規則で定める職員を除く。）

についても同様とする。 

２ 略 ２ 略 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤

務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基

礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在

（退職し、又は死亡した職員にあっては、

退職し、又は死亡した日現在。次項におい

て同じ。）において受けるべき扶養手当の

月額及びこれに対する地域手当の月額の合

計額を加算した額に１００分の９５を乗じ

て得た額の総額 

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員

 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員が

それぞれの基準日現在（退職し、又は死亡

した職員にあっては、退職し、又は死亡し

た日現在。次項において同じ。）において

受けるべき扶養手当の月額及びこれに対す

る地域手当の月額の合計額を加算した額に

１００分の９５を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤 (2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任
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務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員

の勤勉手当基礎額に１００分の４５を乗じ

て得た額の総額 

用職員の勤勉手当基礎額に１００分の４５

を乗じて得た額の総額 

３～５ 略 ３～５ 略 

（定年前再任用短時間勤務職員についての適

用除外） 

（再任用職員についての適用除外） 

第２４条の２ 第６条第１項から第８項まで、

第１２条、第１３条及び第１４条の規定は、

定年前再任用短時間勤務職員には適用しな

い。 

第２４条の２ 第１２条、第１３条及び第１４

条の規定は、再任用職員には適用しない。 

   附 則    附 則 

１～１８ 略 １～１８ 略 

 （６０歳超職員の給料月額の特例）  

１９ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員

が６０歳に達した日後における最初の４月１

日（附則第２１項において「特定日」とい

う。）以後、当該職員に適用される給料表の

給料月額のうち、第５条第３項の規定により

当該職員の属する職務の級並びに第６条第１

項、第２項、第４項及び第５項の規定により

当該職員の受ける号給に応じた額に１００分

の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未

満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５

０円以上１００円未満の端数を生じたときは

これを１００円に切り上げるものとする。）

とする。 

 

２０ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用

しない。 

 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律に 

より任期を定めて任用される職員及び非常 

勤職員 

 

(2) 大口町職員の定年等に関する条例（昭和

５８年大口町条例第３号。以下「定年条

例」という。）第９条第１項又は第２項の

規定により法第２８条の２第１項に規定す

る異動期間（同条例第９条第１項又は第２
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項の規定により延長された期間を含む。）

を延長された同条例第６条に規定する職を

占める職員 

(3) 定年条例第４条第１項又は第２項の規定

により勤務している職員（同条例第２条に

規定する定年退職日において前項の規定が

適用されていた職員を除く。） 

 

２１ 法第２８条の２第４項に規定する他の職

への降任等をされた職員であって、当該他の

職への降任等をされた日（以下この項及び附

則第２３項において「異動日」という。）の

前日から引き続き同一の給料表の適用を受け

る職員のうち、特定日に附則第１９項の規定

により当該職員の受ける給料月額（以下この

項において「特定日給料月額」という。）が

異動日の前日に当該職員が受けていた給料月

額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額

に、５０円未満の端数を生じたときはこれを

切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を

生じたときはこれを１００円に切り上げるも

のとする。以下この項において「基礎給料月

額」という。）に達しないこととなる職員

（町長が規則で定める職員を除く。）には、

当分の間、特定日以後、附則第２０項の規定

により当該職員の受ける給料月額のほか、基

礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当

する額を給料として支給する。 

 

２２ 前項の規定による給料の額と当該給料を

支給される職員の受ける給料月額との合計額

が第５条第３項の規定により当該職員の属す

る職務の級における最高の号給の給料月額を

超える場合における前項の規定の適用につい

ては、同項中「基礎給料月額と特定日給料月

額」とあるのは、「第５条第３項の規定によ

り当該職員の属する職務の級における最高の

号給の給料月額と当該職員の受ける給料月

額」とする。 
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２３ 異動日の前日から引き続き給料表の適用

を受ける職員（附則第１９項の規定の適用を

受ける職員に限り、附則第２１項に規定する

職員を除く。）であって、同項の規定による

給料を支給される職員との権衡上必要がある

と認められる職員には、当分の間、当該職員

の受ける給料月額のほか、町長が規則で定め

るところにより、附則第２１項及び第２２項

の規定に準じて算出した額を給料として支給

する。 

 

２４ 附則第２１項又は前項の規定による給料

を支給される職員以外の附則第１９項の規定

の適用を受ける職員であって、任用の事情を

考慮して当該給料を支給される職員との権衡

上必要があると認められる職員には、当分の

間、当該職員の受ける給料月額のほか、町長

が規則で定めるところにより、前３項の規定

に準じて算出した額を給料として支給する。 

 

２５ 附則第１９項から前項までに定めるもの

のほか、附則第１９項の規定による給料月

額、附則第２１項の規定による給料その他附

則第１９項から前項までの規定の施行に関し

必要な事項は、町長が規則で定める。 

 

別表第１（第４条、第７条関係） 別表第１（第４条、第７条関係） 

行政職給料表（一） 行政職給料表（一） 

職員の

区分 

職務

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 
給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 

(略) 

 

円
(略) 

 

円 
(略) 

 

円
(略) 

円
(略) 

円 
(略) 

 

円
(略) 

円
(略) 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 

基 準 

給 料

月 額 

基 準 

給 料

月 額 

基 準 

給 料

月 額 

基 準 

給 料

月 額 

基 準 

給 料

月 額 

基 準 

給 料

月 額 

基 準 

給 料

月 額 

円

187,
700

円 
 
 
 

215,
200 

円

255,
200

円

274,
600

円 
 
 
 

289,
700 

円

315,
100

円

356,
800

 

職員の

区分 

職務

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 
給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

再任用

職員以

外の職

員 

 

 

 

(略) 

 

円
(略) 

 

円
(略) 

円 
(略) 

 

円
(略) 

円
(略) 

円 
(略) 

 

円
(略) 

再任用

職員 

 

 

 

 

 

187,

700 

 

 

 

 

215,

200 

 

 

 

 

255,

200 

 

 

 

 

274,

600 

 

 

 

 

289,

700 

 

 

 

 

315,

100 

 

 

 

 

356,

800 
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別表第２（第４条、第７条関係） 別表第２（第４条、第７条関係） 

 行政職給料表（二）  行政職給料表（二） 

職員の

区分 

職務の

級 
１級 ２級 ３級 ４級 

号給 
給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 

(略) 

 

円
(略) 

 

円
(略) 

円
(略) 

円
(略) 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 
 

基 準 

給料月額 

基 準 

給料月額 

基 準 

給料月額 

基 準 

給料月額 

円

193,600

円

204,700

円

223,200

円

244,000
 

職員の

区分 

職務の

級 
１級 ２級 ３級 ４級 

号給 
給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

再任用

職員以

外の職

員 

 

 

 

(略) 

 

円
(略) 

 

円
(略) 

円
(略) 

円
(略) 

再任用

職員 

 

 

 

 

 

193,600 

 

 

 

 

204,700 

 

 

 

 

223,200 

 

 

 

 

244,000 
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の趣旨 

  定年延長に伴い、６０歳を超える職員の給与の取り扱いに関する特例等を定め

るものです。 

 

２ 改正の概要 

用語の改正 「再任用職員」「再任用短時間勤務職員」を「定年前再

任用短時間勤務職員」に改正します。 

第７条  定年前再任用短時間勤務職員の給料月額 

「給料表の定年前再任用短時間勤務の欄に掲げる基準給

料月額」×（「勤務時間」÷「正規の勤務時間」） 

制定附則 

第１９項 

 ６０歳を超える職員の給料月額は、当該職員が６０歳に

達した日以後における最初の４月１日以降、７割水準にな

ります。 

制定附則 

第２０項 

 給料７割措置の適用除外者 

① 臨時的任用職員、任期付き職員及び非常勤職員 

② 管理監督職の異動期間を延長された職員 

③ 定年の特例事由により勤務延長された職員 

制定附則 

第２１項 

 管理監督職上限年齢により他の職への降任等をした職

員の給料月額（特定日給料月額）が、降任等前に受けてい

た給料月額の７割（基礎給料月額）に達しない職員に対し

ては、その差額（管理監督職勤務上限年齢調整額）を給料

として支給します。  
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制定附則 

第２２項 

 基礎給料月額が、降任後の職務の級における最高号給の

給料月額を上回る場合は、当該最高号給を給料月額の上限

として算定します。 

制定附則 

第２３項 

 管理監督職でない職員で給料月額７割措置を受ける職

員についても、管理監督職であった職員との権衡上必要な

場合は、給料月額を調整できます。 

制定附則 

第２４項 

 管理監督職でない職員で給料月額７割措置を受ける職

員について、任用の事情を考慮して、権衡上必要な場合は、

給料月額を調整できます。 

改正附則 

第２条 

 制定附則第１９項から第２５項までの規定は、施行日前

に勤務延長されていた職員には適用しません。 

改正附則 

第３条 

① 暫定再任用職員の給料月額は、定年前再任用短時間勤

務職員の給料表を適用します。 

② 暫定再任用職員の育児短時間勤務に係る給料月額の算

出について規定しています。 

③ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、定年前再任

用職員短時間勤務職員と同様に算出します。 

④ 暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用職員短時間
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勤務職員みなして給与条例を適用します。 

⑤ 暫定再任用職員の期末手当は、定年前再任用短時間勤

務職員とみなして適用します。 

⑥ 暫定再任用職員の勤勉手当は、定年前再任用短時間勤

務職員とみなして適用します。 

⑦ 「初任給、昇給、昇格等の基準」、「扶養手当」及び「住

居手当」については、暫定再任用職員には適用しませ

ん。 

⑧ 暫定再任用に関し必要な事項は、規則で定めます。 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日から施行します。 
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